
三重県豚熱・アフリカ豚熱対策本部 第１回本庁対策本部員会議 

 

日時：令和３年４月１４日（水）２０：００～ 

場所：プレゼンテーションルーム       

 

１ 津市内農場における豚熱患畜の確定について 

【資料１】 

 

 

２ 防疫対応について 

【資料２】 

 

 

３ 豚熱感染拡大防止対策等について 

【資料３】 

 

 

４ 防疫対応時における新型コロナウイルス感染防止対策について 

【資料４】 

 

 

５ 自衛隊への要請 

 

 

６ 本部長指示事項 
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令和３年４月１４日 

農 林 水 産 部 

 

津市内農場における豚熱患畜の確定について 

 

１ 患畜発生農場の概要 

所 在 地：津市 

飼養状況：豚 約１０，０００頭 

 

２ 経緯 

日  時 状        況 

４月 13日（火） 

８時 55分 

当該農場から中央家畜保健衛生所（以下、「中央家保」

という。）に、飼養豚に異常がある旨通報 

内容：３月 26 日から死亡増加傾向が続き、13 日の死

亡は８頭 

４月 13日（火） 

14時 30分頃 

中央家保で検査の結果、12 頭中１頭において、ウイル

ス感染により認められる白血球の減少を確認 

４月 13日（火） 

16時 00分頃 

中央家保で４頭を解剖した結果、２頭で豚熱特有の症

状を確認 

４月 13日（火） 

22時 00分 

中央家保での遺伝子検査の結果、豚 16頭中 7頭（内死

亡豚４頭中４頭）で豚熱陽性を確認 

４月 14日（水） 

10時 00分 

検体を国の検査機関（動物衛生研究部門〔東京都小平

市〕）へ移送 

４月 14日（水） 

19時 00分 

国から、検査の結果患畜と確定した旨の連絡有 

 

３ 今後の予定 

日  時 状        況 

４月 14日（水） 

22時 00分 

殺処分の開始 

 

 

資料１ 



令和３年４月１４日 

農 林 水 産 部 

防疫対応について 

 

１ 発生農場の防疫措置 

同居豚（約１０，０００頭）の殺処分、汚染物品の焼埋却及び農場の消毒等 

 

（１） 防疫措置のスケジュール 
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（２） 防疫措置に係わる作業員動員計画 

① 班体制 

昼間 県職員３０名×３班、自衛隊３５名×１班 

夜間 県職員３０名×１～２班、自衛隊３５名×１班 

 

② 作業別内訳 

ア 殺処分： 

獣医師：２６０名、国職員：１８０名、県職員：１，５００名、 

市職員：１６０名、自衛隊：２，１００名 

                          計：４，２００名 

イ 清掃・消毒：獣医師： ７２名、県職員  ：７２０名 計：７９２名 

ウ 埋却   ：県職員：１６５名、建設業協会：５００名 計：６６５名 

③ 時期 

○殺処分開始予定   ４月１４日２２時から 

○殺処分終了予定   ４月２４日２４時 

○防疫措置終了予定  ４月３０日２４時 
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２ 消毒ポイントの設置（３ヵ所） 

 消毒ポイント名 場  所 開始時間 

①  県道津関線大里睦合町 津市大里睦合町地

内 

４月１４日 

２２時～ 

②  県身障者総合福祉センター駐

車場 

津市一身田町地内 

 

４月１４日 

２２時～ 

③  安濃中央総合公園駐車場 津市安濃町地内 ４月１４日 

２２時～ 

 

消毒ポイント 

 
① 県道津関線大里睦合町 

 

 
② 県身障者総合福祉センター駐車場 

 

 

●① 

●② 



 
③ 安濃中央総合公園駐車場 

 

 

 

 

③● 



令和３年４月１４日 

農 林 水 産 部 

 

豚熱感染拡大防止対策等について 

 

１ 養豚農場等における感染拡大防止対策 

〇飼養衛生管理基準の遵守徹底 

・人や車両等の出入の際の消毒、長靴の履き替え等対策の徹底 

・農場における防護柵等の点検及び設置の強化 

・離乳豚舎における消毒薬噴霧によるウイルス侵入防止対策 

・飼養豚等の観察の強化及び即時通報の徹底 

〇小動物も含めた野生動物侵入防止対策の強化 

・豚舎（離乳豚舎）外周への野生小動物侵入防止のための亀甲網の 

設置 

・離乳豚舎周辺での小動物捕獲用粘着シートの設置 

 

２ 野生いのししの捕獲強化 

〇県内全域における調査捕獲を通じた捕獲の強化 

〇養豚農場周辺での重点捕獲など指定管理鳥獣捕獲等事業（県主体） 

を通じた頭数倍増による捕獲の強化 

 

３ 経営支援対策 

〇発生農場の経営維持・安定に向けた資金繰り支援 

・三重県豚熱緊急対策資金の融資枠拡大及び利子補給、保証料の無 

償化 

・農林漁業セーフティネット資金への利子助成 

・家畜疾病経営維持資金（国制度資金）の無利子化 

〇畜産業者向けの経営相談窓口の設置 

 

４ 風評被害対策 

〇食の相談窓口の設置 

〇各市町等への「豚熱に関する正しい知識の普及・啓発」依頼 

〇風評被害発見時の通報依頼、県関係部署への通知 

〇風評被害防止のための啓発物品の配布 

資料３ 



防疫対応時における新型コロナウイルス感染防止対策について 

 

令和３年４月 

農 林 水 産 部 

 

家畜防疫作業にあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底す

るため、以下の点に留意して対応にあたります。 

 

【前日、及び当日のバス乗車前】 

○ 前日や当日に体温チェックを行い、出発前の健康状態の確認を徹底します。 

事前の体温測定や本人からの申し出により、体調不良と認められる者は、

派遣対象としません。 

○ バス乗車前に、マスク着用と手指消毒を徹底します。 

 

【バス移動時】 

○ バス車内は換気を徹底します。バス会社によると、５分程度で車内の空気

が入れ替わります。 

○ バス乗車中は、マスクを着用して会話を控えるようにします。 

○ バス車内は、隣席を空けて乗車します。 

 

【着替え時】 

○ 脱衣テントや着衣テント内への入室人数を制限し、「密」になる状況を回避

します。入口で順次入室するよう誘導します。また、入室時間はできるだ

け短時間とします。 

 

【防疫作業時】 

○ 防疫作業中は、防護服やマスクの着用等により、感染防止策を講じます。 

 

【休憩時】 

○ 休憩テントは１５分間に１回程度換気を行うようにします。 

○ 休憩場所でもマスクを着用することとします。 

 

【防疫作業終了時】 

○ 防疫作業（殺処分）班班長が、動員者の健康状態を確認します。体調不良

等により健康相談を希望する者は、必要に応じて保健所による健康相談を

受けるよう勧めます。 

資料４ 
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